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大規模小売店舗立地法－出店手続フローＡ（法５条１項、６条２項） 
 

出店者 県 市町（店舗所在地） 商議所･商工会･地元住民等 

 

  大規模小売店舗 

（店舗面積：1,000 ㎡超） 

                    

新設・増床等変更の届出    公告･通知(意見照会・縦覧依頼)                          

              縦覧(４ヵ月間）        公告後 

    ２ヵ月以内                      ４ヵ月以内       公告後 

               届                           ４ヵ月以内 

 地元説明会の開催      出 

               後            意見書提出     

               ８                         意見書提出 

               ヵ                          

               月 公告   通知（縦覧依頼）           

               以 縦覧(１ヵ月間)                      

               内                 

                     庁内連絡会議 

                ［審査］ 

                     有識者審査会（香川県大規模小売店舗立地審査会） 

 

手続了          意見のない旨の通知又は   通知 

              意見  

               公告・通知(縦覧依頼) 

               縦覧(１ヵ月間) 

                

               

 

   変更届出       公告･通知(意見照会･縦覧依頼)       

    又は        縦覧(４ヵ月間)        

 変更しない旨の通知        意見照会        

               ２ 

               ヵ           意見書提出 

               月     庁内連絡会議        

                以［審査］         

               内     有識者審査会（香川県大規模小売店舗立地審査会）         

     通知 

手続了          勧告しない旨の決定又は        

              勧告  

               公告・通知  

                          

                           

    変更届出しない                

    旨の意思表示      公表             

                  通知 

           

                  

変更届出          公告・通知(縦覧依頼) 

              縦覧(４ヵ月間)          

                    庁内連絡会議 

                ［審査］ 

                     有識者審査会（香川県大規模小売店舗立地審査会） 

     通知      

手続了          公表しない旨の決定又は  通知 

             公表  

   

８

ヶ

月 

２

ヶ

月 



 6 

 

大規模小売店舗立地法－出店手続フローＢ（法６条１項） 
 

出店者 県 市町 商議所･商工会･地元住民等 

 

                                        

 店舗の名称等・店舗設 

 置者又は小売業者の氏    公告･通知(意見照会･縦覧依頼)           

 名等の変更の届出      縦覧(４ヵ月間）        公告後       

   (事後遅滞なく)                     ４ヵ月以内       公告後    

                                           ４ヵ月以内 

                                 

                                         

                            意見書提出             

                                        意見書提出 

                                      

                 公告      通知（縦覧依頼） 

                    縦覧(１ヵ月間) 

 

 

 

大規模小売店舗立地法－出店手続フローＣ（法６条５項） 

 

出店者 県 市町 地元住民等 

 

                                        

 基準面積（1,000 ㎡）                  

 以下となる減床の届出      公告・通知                                 

                       

                                 

                                         

 

 

 

大規模小売店舗立地法－出店手続フローＤ（法 11 条３項） 
 

出店者 県 市町 地元住民等 

 

                                        

  店舗の承継の届出 

  （事後遅滞なく）         通知                        
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大規模小売店舗立地法－出店手続フローＥ（法附則５条１項－既存店関係－） 
 

出店者 県 市町 商議所･商工会･地元住民等 

 

                                        

既存店が、 

法施行後、最初に、                                

 法５条１項４～６号に                            

掲げる事項を変更する 

場合の届出                                

 

  届出事項のうち、 

 

   ◯変更事項･･････････→法６条２項届出とみなす。→上記フローＡへ         

 

   ◯不変更事項････････→法５条１項届出とみなす。→手続了                                       

 

※届出事項 

  法５条１項１号：店舗の名称及び所在地 

       ２号：店舗設置者及び小売業者の氏名(名称)・住所、法人にあっては代表者の氏名 

       ３号：店舗を新設(開店)する日 

       ４号：店舗面積 

       ５号：施設の配置に関する事項 

           ◯駐車場の位置及び収容台数 

           ◯駐輪場の位置及び収容台数 

           ◯荷さばき施設の位置及び面積  

           ◯廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

       ６号：施設の運営方法に関する事項 

           ◯小売業者の開閉店時刻 

           ◯来客が駐車場を利用することができる時間帯 

           ◯駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

           ◯荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

 

 


